
立川市ＤＸ推進基本方針

デジタル改革



市民の利便性の向上と
さらなる事務の効率化に向けて

デジタル社会にふさわしい
行政のかたちへ
～業務本位から市民本位へ～

 ＤＸとは、一般に「ＩＣＴの浸透が、人々の生活をあ
らゆる面でより良い方向に変化させる」という概念
で、デジタル化やデジタル技術の活用により、既
存業務を根本的に再構築するなどの変革を進め
る意味で用いられる

 自治体においては、まずは、「自らが担う行政
サービスについて、デジタル技術やデータを活用
して、住民の利便性を向上させる」とともに、「デ
ジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図

り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋
げていく」ことが求められている

 さらには、価値創造の源泉であるデータの多様な
主体による円滑な流通を促進し、民間のデジタ
ル・ビジネスなど新たな価値等が創出されること
により、地域の持続的かつ健全な発展が期待さ
れている

 今までは既存の業務フローを中心にデジタル化
を図ってきたが、これからは市民本位でデザイン
された、利便性が高く高品質な行政サービスを提
供していく必要がある

 ＤＸは業務やサービスの品質、仕事の仕方、組織
のあり方までを変革するための手段であり、ＤＸ
による変革により、市民生活や地域社会があら
ゆる面でより良い方向に変化していくことが期待
されている

※DXはDigital transformation（デジタル・トランスフォー
メーション）の略。transformationのtransには交差するとい
う意味があるため交差を１文字で表す「X」が用いられる。

Digitization

•デジタイゼーション

• ICTツールを活用し、業務フ
ローを部分的・局所的にデ
ジタル化

Digitalization

•デジタライゼーション

•業務プロセス全体をデジタ
ル化し、デジタル技術で新
たな価値やビジネスモデル
を創出

Digital Transformation

•デジタルトランスフォーメー
ション

•個別の業務プロセスにとど
まらないデジタル変革によ
る新たな価値の創出

紙で申請書を受け付けシス
テム入力することでデータ管
理が可能に

申請から発行までのフロー
を電子化で完結させコンビ
ニ交付が可能に

プッシュ型で必要な行政
サービスを届けることができ
ことを目指す

変革し新たな価値創出ICTを利活用しすでに確立された仕組を効率化

ここが求められている

業務本位 市民本位
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１ 本方針策定の背景
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 様々な国家戦略等によるデジタル化の推進により、２０１０年代半ばからネットワークイ
ンフラの技術進歩やIoTの爆発的な普及などの環境変化に伴いデータ大流通時代が到
来

 これまでの情報社会では知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であ
り、様々な社会的課題に対して十分に対応することが困難だった

 平成28年１月に閣議決定された「科学技術基本計画」において我が国の目指すべき未
来社会の姿としてSociety5.0が提唱

 Society5.0で実現する社会は、IoT（モノのインターネット）で全ての人とモノがつながり、
様々な知識や情報が共有され新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難の
克服などが可能

 令和３年３月に閣議決定された「科学技術・イノベーション基本計画」においては、我が
国が目指すべきSociety5.0の未来社会像を、「持続可能性と強靭性を備え、国民の安
全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ（well-being）を実現できる社
会」と表現し、その実現に向けた政策の方向性を示した

 総務省「令和３年通信利用動向調査」によると、スマートフォンの個人保有割合は
74.3％と堅調に伸びており、インターネット利用者に占める、SNSを利用する個人割合
も78.7％に達した

デジタル化をめぐる社会情勢
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デジタル化をめぐる社会情勢
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出典：内閣府ホームページより抜粋
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デジタル化をめぐる社会情勢
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デジタル化をめぐる社会情勢
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出典：令和３年通信利用動向調査の結果
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 以前から少子高齢化等の深刻な社会課題を抱えており、生産性を向上させ経済再生
を図るにはデジタルを最大限に活用することが必要不可欠とされてきた

 令和２年に新型コロナウイルス感染症が国内に流入し、感染拡大防止の観点から緊
急事態宣言が発令されるとともに外出行動の抑制や三密（密閉・密集・密接）の回避、
非対面・非接触が「新しい生活様式」として要請された

 これらの要請に対応するため広くデジタル技術が活用されて、これまでのデジタル化
が進まなかった領域を含めデジタル活用が広がった

 コロナ禍での経済的支援として実施された特別定額給付金の電子申請手続での混乱
等、急速なデジタル化に対する課題も生じた

 新型コロナウイルスワクチンについては令和３年２月より医療従事者等への接種が開
始され、高齢者に対しては同年５月以降に接種が進められた。このワクチン接種情報
を一元的に管理するためのシステムとしてワクチン接種記録システム（VRS：
Vaccination Record System）が開発され、国が提供するクラウド上のシステムで、いつ・
どこで・どのワクチンを接種したかがすぐに市区町村で確認できるようになった

 令和３年12月から、国内利用向けと海外渡航向けの新型コロナワクチン接種証明書
（ワクチンパスポート）の電子版が利用できるようになった

新型コロナウイルスをめぐる社会情勢
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 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成13年１月６日施行、令和３年９月１日廃止）

 「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」及び「デジタル・ガバメント実行計画 （２０２０
版）」を閣議決定（令和２年12月25日）

 「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を発出（令和２年12月25日）

 「改正ＩＴ基本法等関連６法」が議決（令和３年５月12日）

 デジタル社会形成基本法が施行（令和３年９月１日）

 デジタル庁が設置（令和３年９月１日）

 デジタル臨時行政調査会が創設（令和３年11月）

 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を閣議決定（令和３年12月24日）

 「経済財政運営と改革の基本方針2022 」を閣議決定（令和４年６月７日）

 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（アップデート）を閣議決定（令和４年６月７日）

 「デジタル田園都市国家構想基本方針」を閣議決定（令和４年６月７日）

 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」をデジタル臨時行政調査会決定（令和４年６
月７日）

 「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」を第2.0版に改定（令和４年９月２日）

国の動向
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国の動向（自治体ＤＸ推進計画の概要）
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国の動向（自治体ＤＸ推進計画の概要）

出典：総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画【第2.0版】」
（令和４年９月２日発出）より抜粋

Page.11

出典：総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画等改定の概
要」より抜粋
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国の動向（デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要）
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国の動向（デジタル社会の実現に向けた重点計画の概要）

出典：デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画（概要）」（令和４年６月７日閣議決定）より抜粋
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国の動向（デジタル田園都市国家構想基本方針）

出典：総務省
「デジタル田園都市国家構想基本方針
について」より抜粋
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国の動向（デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン）

出典：デジタル庁「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月７日デジタル臨時行政調査会決定）より抜粋
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東京都では平成29年12月に「東京都ICT戦略」を策定し「セーフシティ」「ダイバーシティ」「ス
マートシティ」の３つのシティごとにICTを活用した施策展開が示されてたほか、「『未来の東
京』戦略」、「スマート東京実施戦略」、「東京デジタルファースト推進計画」等を策定し、都民
のQOLを向上させることとしています。「行政のDX」も柱の一つとされ、区市町村への支援が
強化されています

 東京都ICT戦略（平成29年12月策定）

 『未来の東京』戦略 version up 2022（令和４年２月改定）

 東京都デジタル人材確保・育成基本方針（令和４年２月策定）

 東京都デジタルサービスの開発・運用に係る行動指針（令和４年３月策定）

 スマート東京実施戦略～令和４年度の取組～（令和４年３月取りまとめ）

 東京のDX推進強化に向けた新たな展開『"GovTech東京"設立構想』 （令和４年９月策定）

東京都の動向
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QOLとは？
 クオリティ・オブ・ライフ（Quality Of Life）の略称で「生活の質」などと訳される

東京都の「行政のDX」
 仕事の仕方を変え、バーチャル都庁を実現
※立川市が考える「行政のＤＸ」とは異なります



本方針策定の背景 現状と問題点 基本方針 推進体制 参考 ゴールイメージ 工程表

東京都の動向
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出典：東京都「東京都ＩＣＴ関連施策」（令和２年２月７日発出）より抜粋
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東京都の動向

出典：東京都「スマート東京実施戦略 ～令和４年度の取組～」（令和４年３月策定）より抜粋
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出典：東京都「『未来の東京』戦略 version up 2022」（令和４年２月策定）より抜粋

出典：東京都「東京都デジタルファースト推進計画」（令和３年７月策定）より抜粋
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東京都の動向

出典：東京都「東京のDX推進強化に向けた新たな展開」（令和４年９月策定）より抜粋

出典：東京都「東京都デジタルサービスの開発・運用に係る行動指針」 （令和４年３月
策定）より抜粋

出典：東京都「東京都デジタル人材確保・育成基本方針」 （令和４年２月策定）より抜粋
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２ 本市の現状と問題点
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現状と問題点、今後目指すべき方向性

Page.21

 本市の情報化に関する施策を計画的に推進するため、基本的な考え方や取組内容を
示した「立川市第３次情報化計画」を策定し、ＩＣＴ利活用に取り組んできた

 令和７年をピークに本市の総人口は横ばいから減少局面に転じると見込まれている。
６５歳以上の人口は一貫して増加していく見込みとなっている

各資料の出典：立川市第４次長期総合計画・後期計画（令和２年策定）より抜粋
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現状と問題点、今後目指すべき方向性
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 財政状況については令和２年度以降、６億円を超える財源不足が生じ令和６年度には
約１８億円の財源不足になると予測している。扶助費は今後も増加していくものとされ
ている

 将来に向けた市民サービスの維持・向上のため、限られた労働力で業務を遂行してい
く必要があることから、デジタルによる業務変革をしていく必要がある

各資料の出典：立川市第４次長期総合計画・後期計画（令和２年策定）より抜粋
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 人口構造の変化や財政的リスク

人口構造の変化

職員数の減少

社会保障関係経費の増嵩

行政ニーズの多様化・高度化

 コロナ禍で求められるようになったこと
非対面サービスへの移行

働き方のリモート化、分散化

デジタル中心の仕事の進め方に

 行政手続は来庁・対面が主流

仕事を休んで市役所に行かなければならない

窓口が混雑しており待ち時間が長い

 デジタルで完結する仕事が少ない

紙の申請書類が多い

紙の決裁書類が多い

財務帳票が電子決裁で完結しない

会議でのデジタル化が図れていない

現状と問題点、今後目指すべき方向性

デ
ジ
タ
ル
に
よ
る
業
務
変
革

デジタルの
恩恵を享受

▼

▲
経営リソース
の効率的活用

▶ ▶

デジタルでつながる
便利な市役所

デジタルの利便性と
セキュリティの
バランスがとれた
高品質なサービス

デジタルを生かした
安全・安心で
安定したくらし
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国の自治体ＤＸ推進計画への対応状況

取組事項 対応状況

自治体情報システムの標準化・共通化 重点 ▶『立川市第３次情報化計画』の「ICTマネジメント（ネットワーク基盤・業務シ
ステムの全体最適化）」にかかる取組事項に記載

▶三市共同自治体クラウドによる基幹系システムが運用開始。今後、国か
らの標準化仕様提示後に検討予定

マイナンバーカードの普及促進 重点 ▶平成30年に市民課によるマイナンバーカード申請お助けサービスを実施
▶令和４年７月からマイナポイント申込支援開始

行政手続のオンライン化 重点 ▶『立川市第３次情報化計画』の「行政の効率化（次世代型行政サービスの
推進・新たなデジタル技術の活用）」にかかる取組事項に記載
▶施設予約や検診予約、粗大ごみ収集受付等のオンライン化実施済み
▶AI・RPAについては一部業務で導入済み

AI・RPAの利用促進 重点

テレワークの推進 重点 ▶テレワーク環境については令和８年度の庁内ネットワーク再構築に合わ
せ導入検討予定。令和５年度からコンサル含め検討開始

セキュリティ対策の徹底 重点 ▶『立川市第３次情報化計画』の「情報セキュリティ（情報セキュリティの確
保）」にかかる取組事項に記載
▶令和２年度にセキュリティポリシーを改定した
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国の自治体ＤＸ推進計画への対応状況

取組事項 対応状況

地域社会のデジタル化 ▶『立川市第３次情報化計画』の「行政の効率化（次世代型行政サービスの
推進）」にかかる取組事項に記載
▶令和４年度中にLINEを用いたプッシュ型による情報発信を導入予定
▶地域包括支援センターによるスマホ講座を開催

デジタルデバイド対策

その他 BPRの取組の徹底

▶『立川市第３次情報化計画』の「行政の効率化（次世代型行政サービスの
推進）」にかかる取組事項に記載
オープンデータの推進

▶「立川市オープンデータ推進に関する指針」に基づき市の保有する情報を
公開（オープンデータの推進）
新たな施策や事業の立案への活用を検討

▶『立川市第３次情報化計画』の「行政の効率化（官民データ利活用の取
組）」にかかる取組事項に記載
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３ 基本方針
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位置付けと対応期間

対応期間基本方針の位置付け

第４次立川市長期総合計画・後期基本計画

立川市ＤＸ推進基本方針

立川市第３次情報化計画デジタル化の
側面から補完

立川市
DX推進
基本方針

（国）自治体ＤＸ推進計画など

（都）東京都ＩＣＴ戦略など

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

立川市第４次長期総合計画・後期基本計画

立川市第３次情報化計画

自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画

立川市ＤＸ推進基本方針

本方針の対応期間は令和６年度末とする。

ただし、社会情勢の変化、国の動向等により、必要
に応じて適宜見直しを行うものとする

 国の計画等を踏まえ、市としての基本方針を
示すもので、第４次立川市長期総合計画・後
期基本計画をデジタル化の側面から補完する
情報化施策の最上位の方針と位置付け

 市として目指すべき姿や組織が持つべき共通
の価値観を明らかにしたもので、令和３年７月
に総務省が発出した「自治体DX全体手順
書」で策定が推奨されている「全体方
針」に位置付ける



本方針策定の背景 現状と問題点 基本方針 推進体制 参考 ゴールイメージ 工程表

本市の考えるビジョン等

デジタルを使うひと、使わないひと、必要な時に高品質なサービスを！

市民のＱＯＬ向上のため、行政のあり方をデザインする
ビジョン：
（理念）

＜３つのカテゴリーに対して組織が共通して持つべき価値観＞

デジタルでつながる便利で快適な市役所
デジタルの利便性とセキュリティのバランスがとれた高品質なサービス
デジタルを生かした安全・安心で安定したくらし

行政サービスのＤＸ
市民本位でサービスをデザインし
便利で高品質なサービス提供

行政のＤＸ
業務の生産性向上につながる
組織・業務運営と組織風土の醸成

地域社会のＤＸ
地域課題の発見や解決につなが
る環境整備

バリュー：
（価値観）

カテゴリー：
（分類）

Page.28

DX推進にあたってはビジョン等を明らかにした上で、行政サービスをデザインし、デジタ
ルの恩恵を享受できる仕組へと転換していきます

人的資源
行動指針：

再分配

機械的な作業はデジタルの力を 利用して業務効率化

職員は創造的で付加価値の高い業務に重点を置く

再分配

※QOLとはクオリティ・オブ・ライフ（Quality Of Life）の略称で「生活の質」などと訳される
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ビジョン

 第４次立川市総合計画後期計画及び情報化施策の動向を踏まえた本市のデジタル化についての
基本理念

 ビジョンに基づきデジタル化に関する取組を推進することで、スマートでスリムな行政運営を確立し、
第４次立川市長期総合計画後期計画に掲げられる各施策の効率的、効果的な実施を促し、本市
の掲げる将来都市像の実現を目指す

バリュー

 ビジョンを達成するため、以下の３つを組織が共通して持つべき価値観として定め、本市のデジタ
ル化に対する考え方を示す

デジタルでつながる便利で快適な市役所

今までの市役所は対面サービスが主流であり、原則として平日の開庁時間でないと必要な手続きができないため、仕事を休んで来庁
する必要があった

市民の「時間」という価値を大切に考え、市民が今いる場所から必要な手続ができ、移動にかかる時間や手続が完了するまでの時間
をなくす、もしくは最小限にすることを目指す

デジタルを選択しない市民も尊重し、デジタルを選択しない市民への行政サービスについても利便性や品質を確保する

デジタルの利便性とセキュリティのバランスがとれた高品質なサービス

 今まではセキュリティ面の方に重点が置かれ、利便性に資する新たな施策が展開しづらい状況だった

 民間サービスやデジタル技術等の導入により効果が見込めるものについては積極的な利用を推進する

 利便性とセキュリティのバランスがとれた高品質なサービスを提供するため、クラウドサービスを調達する際は国の「クラウドサービス
提供における情報セキュリティ対策ガイドライン」を踏まえた上で、原則として非常にセキュアなネットワークを介して各種行政事務
サービスを利用できるLGWAN-ASPを選択することとする。また、必要に応じて政府が求めるセキュリティ要求を満たしているISMAPに登
録されたサービスを選択することもできる

ビジョン、バリュー、カテゴリー、行動指針
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デジタルを生かした安全・安心で安定したくらし

 安全・安心で安定したくらしを実現するため、防犯や防災、児童虐待の防止、生活困窮世帯への支援など様々な施策を展開している

 これらの施策にデジタル技術等を用いることにより、よりきめ細かく、より大きな効果が見込めないか、という観点から業務に取り組む

 国が掲げる「誰ひとり取り残さない、人に優しいデジタル化」を目指すべく、多様な市民等がその状況に応じて等しくデジタル技術の恩
恵を享受できる地域社会や市民生活の実現を目指す

カテゴリー

 デジタルによる業務変革を支える強靭な庁内ネットワークシステムを前提に、本方針の施策におけ
る方向性を目的別に「行政サービスのＤＸ」「行政のＤＸ」「地域社会のＤＸ」の３つに分類し取組を推
進する

行政サービスのＤＸ

 市民本位でサービスをデザインし、便利で高品質なサービス提供することに資する事業等を推進する

行政のＤＸ

 業務の生産性向上につながる組織・業務運営と組織風土の醸成、行政内部のデジタル化に資する事業を推進する

地域社会のＤＸ

 地域課題の発見や解決等につながるデジタル環境の整備に資する事業を推進する

ビジョン、バリュー、カテゴリー、行動指針
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ビジョン、バリュー、カテゴリー、行動指針

行政サービス
のＤＸ

行政
のＤＸ

地域社会
のＤＸ

方向性１ 行政手続のオンライン化の推進

方向性２ 書かない窓口、待たせない窓口の推進

方向性３ ワンストップ・サービスの推進

方向性４ デジタルを用いた住民サポートの推進

方向性５ マイナンバーカードの普及促進

方向性７ 業務プロセス・業務フローの見直しによる職員負荷の軽減

方向性８ 情報システムの共通化・標準化、最適化の推進

方向性９ デジタルシフト、ペーパーレス化の推進

方向性１１ 現場をリードできるＤＸ推進人材の育成

方向性１０ 働き方改革による多様な働き方等の推進

方向性１３ デジタルを用いた地域とのつながりの推進

方向性１４ デジタルを用いた多様な情報伝達手段の推進

方向性１５ デジタルデバイドへの対策

方向性６ 相談窓口の充実

方向性１２ 政策立案等の創造的で付加価値の高い業務へのシフト

方向性１６ 地域との対話の充実

 パソコン・スマホからいつでもどこからでも
行政手続きが可能に

 手続の際に何度も同じ項目を記入するのを不要
に

 いつでもどこからでも問い合わせが可能に

 デジタル社会の社会基盤となるマイナンバーカー
ドの普及と利活用

 デジタルにはなじまない相談等には住民に寄り
添った対応を

 業務の見える化とデジタル技術等を活用し生産
性向上や業務効率化を

 標準化・共通化、最適化を進め、将来的な人的・
財政的負担の軽減や市民の利便性向上を

 紙文書・紙資料の電子化を推進し、データのメ
リットを最大限に活用することで効率化を

 デジタルサービスを支える人材を確保・育成し、
現場をリードできるように

 災害時にも、職員のライフイベント（育児・介護な
ど）にも配慮し働き続けられる環境を

 地域や年齢等の違いにより生じる情報格差の解
消を

 業務の生産性や効率化ができた余白部分で創造
的で付加価値の高い業務を

 業務の生産性や効率化ができた余白部分をさら
なる地域との対話の充実へ

 ぴったりサービスが利用できる手続の拡充の検
討を

 プッシュ型配信等、SNS等を利用した多様な情報
伝達手段の推進を

 道路の欠損通報等が気軽に行えるなど、地域と
のつながりの推進を
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行動指針

 業務の遂行にあたり、職員全員が意識しておくべきことを示す

 住民本位で考え新たな価値の提供を意識し追及する

今までは既存の業務フローを中心にデジタル化を図ってきており、ICTを利活用しすでに確立された仕組を効
率化してきたが、これからは、現在提供している（これから提供する）サービスは住民本位のサービス設計と
なっているか、そのサービスは誰もがデジタル化の恩恵を享受できるように配慮されているか、という観点か
ら業務に取り組む

これからは住民本位でサービスを設計し、行政手続のオンライン化や窓口タブレット、デジタル署名の導入
等の次世代型行政サービスを推進し、来庁不要や待ち時間の短縮などを図っていく

 今までの事務に疑問を感じたら業務プロセスを見直してみる

サービス提供までの仕事・手続き・プロセス等は本当に必要か、現在の事務に投入している資金や人的資源、
時間は適正か、民間サービスやデジタル技術の利用等により事務の見直しが図られ効率的な事務や高品
質の市民サービスが実現できるか、という観点から業務に取り組む

事務を執るにあたり「こうならないか」「こうしたい」「これ無駄じゃない」と思う場合がある。そのプロセスが残っ
てきた背景も踏まえた上で、法令等に抵触せず、行政サービスの質の低下につながらないのであれば、その
課題意識を大切にしていく

その上で課内で課題を共有し、DX推進につながるように前向きに取り組んでいく

ビジョン、バリュー、カテゴリー、行動指針
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「余裕がないからできない」ではなく「余裕を生み出す」ために取り組む

自治体DXの意義は「自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を
向上させる」とともに「デジタル技術やAI等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更な
る向上に繋げていく」ことにある

自治体DXは定例的な作業等の業務効率化を通して「余裕を生み出す」ための取組である。「忙しくて余裕が
ない」を変えるために優先度を上げて前向きに取り組んでいく

チャレンジ＆アジャイル・「できない理由」ではなく「できる方法」を考える

自治体DXでは積極的な意欲がなければ成し遂げることはできない。職員が取り組もうとする意欲を尊重し、
課内での情報共有をしていく

今までの事務を変革していくことに消極的な意見もあることが考えらえるが、取組内容が評価できるものであ
るのであれば、実現に向けて「できる方法」を考えていく

他団体の成功事例を真似てみる

自治体DXへの取組にあたって、他団体の成功事例を研究し、本市においても適用でき十分に効果があると
思われるものであれば、積極的に取り組んでいく

庁内で調整が必要な場合や他市への調査が必要な場合等については情報推進課に相談する

ビジョン、バリュー、カテゴリー、行動指針
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 庁内横断的に取り組み、さらなる業務効率化を意識する

各課内で完結する取組もあるが、庁内横断的に取り組むことによってより大きな効果を得られる取組もある

発案していただいたアイデアについて、庁内横断的に取り組むことによってより大きな効果を得られると評
価できるものについては庁内で検討していくため情報推進課に相談する。本方針の期間は令和６年度までと
しているが、令和７年度以降の対応については「立川市第４次情報化計画」の策定の中で明らかにしていく
予定

事務の効率化が図られた結果、人的資源を対人サービスの充実等、行政サービスの質の向上に寄与でき
るか、という視点も大切にしていく

ビジョン、バリュー、カテゴリー、行動指針
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【参考】サービスデザインの考え方

これまで、国や地方自治体がつくるサービスは、サービス提供者の視点でつくられた業務本位
のものが多く、業務の効率化につながってはいても、市民にとっては必ずしも使いやすいものと
なっていないというものも少なくない。今後は今まで集積してきたデータの利活用などを通して
市民ニーズを的確に把握した上で、民間サービスやデジタル技術を活用しながら良いサービス
をつくりあげていくことが重要となる。

デジタル手続法において明確化されたデジタル化
の３原則（デジタルファースト：個々の手続・サービ
スが一貫してデジタルで完結する、ワンスオン
リー：一度提出した情報は二度提出することを不要
とする、コネクテッド・ワンストップ：民間サービスを
含め複数の手続・サービスをワンストップで実現す
る）に基づきデザインすることにより、行政のあらゆ
るサービスを最初から最後までデジタルで完結さ
せることを目指す。

出典：総務省「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年12月25日発出）
より抜粋

紙が前提となっている業務処理をそのままICTに置

き換えてしまうと、チェック作業等の業務に今まで以
上の負荷が生じたり、紙とデジタルの二重管理に
なったりしてしまう。したがって、デジタルを前提に業
務を設計し直す必要がある。
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４ 推進体制
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庁内の推進体制図

DX推進にかかる意思決定機関等

立川市ＩＴ（情報通信技術）推進本部
本部長 ： 市長
副本部長：副市長
本部員 ： 部長級職員

情報化推進委員会
委員長 ： 総合政策部長

本方針案の決定
その他重要事項の審議・決定

本方針案の作成
個別調整事項の対応方針の整理

最高情報責任者
（CIO：副市長）

本方針案の了承
個別調整事項等への指示・決定

推進体制

事務局
総合政策部情報推進課

企画立案
庁内周知

全 庁
全職員

【庁内意見の吸上・
調整・取組支援】

企画政策課
行政経営課
情報推進課
財政課
人事課

庁内有志 など

P T 等 に よ る
定 期 的 な
意 見 交 換 等
を 実 施

【ＤＸ推進人材の育成・
職員の意識改革】

情報推進課
人事課

研 修 機 会 の
提 供

働きかけ 働きかけ
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市におけるDX推進は、全ての部署に関連する全庁的かつ横断的な取組であり、全職員が意識し
て取り組んでいく必要があります

（１）立川市ＩＴ（情報通信技術）推進本部（以下「推進本部」という。）

• DX推進にあたり、重要事項については推進本部において意思決定をします

（２）最高情報責任者（Chief Information Officer：以下「CIO」という。）

•CIOは市のデジタル化施策全体を指揮総括します。個別調整事項等への指示・決定等を行い
ます

（３）情報化推進委員会

•推進本部に設置された委員会であり、DXに関する施策の総合的な企画及び推進、並びに総
合調整に関することを所掌する

（４）庁内PT

•企画政策課、行政経営課、情報推進課、財政課、人事課及び庁内有志から構成するPT等を
必要に応じて設置し、庁内意見の吸上げや全体的な調整、取組支援、定期的な意見交換等
を実施していきます

推進体制
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 市におけるDXの取組を担うのは職員です。民間サービスやデジタル技術の利用等により行政
サービスや内部事務の設計をし直し、効率的な行政運営を図り、人的資源を行政サービスの
質の向上へとつなげていくためには、民間が提供するソリューションや最新のデジタル技術等
の情報収集をし、市が担っている事務に取り込むことができるかどうかを検討していく必要が
ある

 したがって、職員には、行政のデジタル化の進展に伴って、より幅広く、より高度な知識やスキ
ルが求められるようになる。そのため、ＤＸ推進人材の確保に努めるとともに、DX推進の中核
を担う職員を計画的に育成していくための研修や、職員にデータやデジタル技術を活用する
基礎的な力を身に着けさせる研修等を実施していく

 また、前例踏襲の事務から時代の要請に応じた事務へと展開していくためには職員の意識改
革が必要である。先入観・信念・判断基準・無意識の思い込み等を修正しマインドセットし直す
ことが必要

ＤＸ推進人材の育成・職員の意識改革

現場をリードできる人材へ
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 各年度において必要な予算措置を行う

 行政のデジタル化については、行政手続きや市民相談等において導入を推進し、個人情報
に配慮しながら、市民の利便性を高めていく

 行政手続き等のデジタル化を推進して市民の利便性の向上を図る

 行政手続きにおけるデジタル化の推進においては、感染症拡大により対面の相談等が制約
を受けるなか、個人情報の保護に配慮しつつ、ＩＣＴを活用した双方向によるオンライン相談等
を進める

 デジタル技術やAIやロボティクス等の活用により業務を効率化することで、人的資源を行政
サービスの向上の投資へつなげる

 行政手続き等のデジタル化と業務の効率化の両立を進め、市民の利便性と行政サービスの
向上を目指す

 予算要求にあたっては、情報システムの最適化や費用対効果等について情報化推進委員会
の審議を経た上で行うこと

 国費・都費等の財政措置を最大限に活用することとする

予算措置の考え方
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５ 参考
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庁内調査の結果から見えてくるもの

令和４年６月に実施した、現在の業務における課題等に関する庁内調査によると、申請書類が
紙ベースのため処理工程におけるデジタル化が進まない一因となっていたり、大量の紙資料・
紙帳票の管理・検索等に多くの時間を費やしている現状が浮き彫りとなった。また、窓口職場
等における問い合わせ対応について、標準的な問い合わせへの対応時間が多く、よりきめ細
かく対応すべき相談業務等に十分な時間が割けていない現状がわかった。また、コロナ禍で利
用が進んだWeb会議において、セキュリティ上の観点から庁内資料の共有化が困難であり、

主として対外的な打合せでの活用にとどまっており、庁内資料を用いた打合せは依然として対
面で実施されている。

「書かない窓口」へのシフト

「ペーパーレス」へのシフト

「コミュニケーション手段の多様化」への対応検討

LGWAN-ASP等を活用した「Web会議」の検討
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各自治体における重点取組事項以外の取組内容の状況

出典：総務省「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画【第2.0版】」（令和４年９月改定）より抜粋
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６ ゴールイメージ
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令和６年度末時点におけるゴールイメージ

デジタルでつながる便利で快適な市役所

 スマホ・PCから、いつでもどこでも行政手続ができる環境の実現に向けた取組
が行われている

 書かせない・待たせない窓口やワンストップ・サービスの提供等による来庁者の
利便性向上に向けた取組が行われている

 展開しているサービスについてPDCAサイクルを用いた評価・改善に向けた取
組ができている

 いつでもどこからでも市民からの各種問い合わせ対応等の住民サポートがで
きるように、チャットボットの導入等が検討されている
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令和６年度末時点におけるゴールイメージ

デジタルの利便性とセキュリティのバランスがとれた高品質なサービス

 他市の取組やシステム導入事例、評価等も調査し、セキュリティ面を配慮しつつ、
利便性や品質向上につなげていく取組ができている

つ、利便性や品質向上につなげていくことができている

 業務の共通化・標準化や他部署連携も意識し、全体最適の視点でDXに取り組
めている

 AI・RPA等のデジタル技術を活用し、職員しかできない業務（サービス品質を
高めるもの・創造的で付加価値の高いもの）へ注力できる環境となっている

 最適化された職場空間や職員のライフイベント（育児・介護など）にも配慮した
職場環境の整備等、高品質な行政サービスの提供とそれに向けた職員の多様
な考えを業務に生かすことができる環境に向けた検討がされている
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令和６年度末時点におけるゴールイメージ

デジタルを生かした安全・安心で安定したくらし

 SNSサービス等を利用したプッシュ型配信で、市民の防災、防犯等の興味・嗜
好性に配慮した必要な情報を届けることができている

 事業者等とも連携し高齢者向けスマホ教室の開催など「誰一人取り残さない、
人に優しいデジタル化」に向けた取組ができている

 不具合のある道路等の通報等や生活困窮の相談等が気軽にスマホ等からでき、
地域の安心・安全で安定したくらしが実現されている

 政策や制度をつくる過程に市民が参加し、課題の現場に最も近い市民の意見を
反映させる大切な機会である審議会等において、多様な市民が参加しやすい
環境整備に向けた検討がされている
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７ 工程表
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重点取組事項等に関するスケジュール

システムの標準化（基幹系業務システム）に向けた検討 ３市（立川市・三鷹市・日野市）による共同
利用開始・標準化に向けて検討開始

マイナポイント申込支援 実施

ＬＩＮＥ等を用いた行政手続きの導入

窓口タブレット・デジタル署名の導入

24時間365日の住民サポートの実現

オンラインによるキャッシュレス決済の検討

書かせない窓口、待たせない窓口の導入

ワンストップ・サービスの提供

バーチャル市役所の研究・検討

チャットボットの導入検討

導入検討

検討

研究・検討

マイナンバーカードの出張申請サポート 実施

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

行政手続きのオンライン化

マイナンバーカード普及促進

自治体情報システムの標準化・共通化

検討

導入検討

検討

小金井市を加えた４市による共同利用開始・標準化に向け
て検討
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重点取組事項等に関するスケジュール

テレワーク環境の導入検討

テレワーク、庁内LAN無線化に向けたセキュリティ
ポリシ－改定と庁内への周知・浸透

高齢者等へのスマホ操作の習得機会の提供

ＬＩＮＥを用いたプッシュ型による情報発信

デジタル化総合プラットフォームの導入検討

導
入

さらなる利用拡大に向けた検討

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

自治体DXの取組とあわせて取り組むデジタル社会の実現に向けた取組

セキュリティ対策の徹底

テレワークの推進

AI・RPAの利用促進
利用拡大予定

導入検討

検討

運用

導入検討

各団体において必要に応じ実施を検討する取組

マイキープラットフォームを使った施策の検討 検討

アナログ規制にかかる条例・規則等の点検・見直し 検討

ＬＧＷＡＮ用Ｗｅｂ会議システムの導入検討

新たな施策や事業立案のためのデータ利活用

導入検討

研究・検討

運用開始予定

運用開始予定

運用開始予定

導入検討 サービス提供開始予定

検討
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